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 令和３年度定期監査の結果に基づき講じた措置について、地方自治法（昭和 22年法

律第 67 号）第 199 条第 15 項の規定により、宮津市長から通知があったので、当該通

知に係る事項を公表する。 
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令和３年度定期監査（令和４年２月 18日宮津市監査公表第 92号） 

監査の結果 措置の内容（回答） 

(１) 契約、文書事務について 

① 文書事務について 

文書事務については、これまで庶務担当係長会

議が開催され、その都度原議書等の様式やその記

載例が示されるなど適正な処理について徹底が図

られてきたところである。 

しかしながら、契約関係書類等を審査する中で、

庶務担当係長会議資料等により周知された記載と

なっておらず、必要事項の記載漏れ、数字・文言

等の記載誤り、使用文言の不整合、原議書等決裁

文書への根拠法令の記載漏れ・記載誤り・適用条

項の誤り等のミスが多く見受けられたほか、決裁

印を含む押印漏れ、申請書類等への受付印漏れも

見受けられた。 

あわせて、昨年度の定期監査において指摘した

事項に対し、措置状況報告において改善した旨報

告があったにもかかわらず改善されていないケー

スが散見されるなど、適正な事務執行に真摯に向

き合っているのか疑念を抱かざるを得ない面が伺

われた。 

また、昨年度も指摘したが、原議書・決裁付箋

の処理においては、決裁区分が未記入のケースが

多く見受けられたほか、決裁がされないまま浄

書・照合・公印承認欄に押印され文書が通知され

ているケースや、財政課等への合議も含め決裁ラ

インの中で多くの職員が承認しているにも関わら

ずミスが見過ごされているケースが多数見受けら

れるなど、組織としてのチェック体制の甘さが改

善されていないと言わざるを得ない状況が今年度

も確認された。 

文書事務に当たっては、情報公開も視野に入 

れ、庶務担当係長会議の周知事項の徹底を図ると

ともに、決裁過程で誤りが是正されるよう内部統

制を強化し、適正な事務処理が行われるよう職員

個々の意識の向上を強く望むものである。 

 

 

○ 不適切な事務処理の根絶に向け、理事者会

議を通じて庁内に周知徹底を行うほか、管理

職員等の会議により、執行管理の強化を図る

とともに、職場内での意識共有を深め、適正

な事務処理に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



② DX推進等について 

DXの全庁挙げた推進の方針のもと、本年度庁

内 DX 推進本部を設置され、現在、庁内検討ワ

ーキングチームにおいて MIYAZU 未来戦略マネ

ージャーの助言も積極的に取り入れながら、従

前からの業務改善や窓口サービスの向上等の

取組はもとより、ペーパーレス化の一層の推進

とRPAや電子決裁が一部導入されるなど積極的

に取組が進められているところであるが、一方

で、不要な文書の作成や添付、また片面印刷な

ど文書の無駄がいまだに散見されるところで

ある。文書の精査、両面印刷の徹底はもとより、

DXの全庁的な取組の中で RPA・電子決裁の本格

導入を含めた事務全般にわたる効率化の一層

の推進を望むものである。 

 

③ 契約状況について 

業務委託に係る契約方法は、指名競争入札が 5

件（7.1%）、随意契約が 65件（92.9%）となってお

り、大部分が随意契約で執行されている。工事・

修繕については、指名競争入札が 32件（50.0％）、

随意契約が 32件（50.0％）となっている。 

また、随意契約のうち、業務委託の 50 件

（76.9％）、工事・修繕の 22 件（68.8％）が１者

見積りで行われている。 

業務委託、工事・修繕ともに、予定価格の金額

要件あるいは業務の特殊性等によりその性質、目

的が競争入札に適さない等の理由による１者見積

りによる随意契約の割合は前年度の定期監査と比

べて減少（業務委託 4.3％減、工事・修繕 6.8％減）

しているものの契約方法の大半が随意契約である

状況に変わりはない。随意契約については、競争

入札を原則とする地方自治体の契約方法の例外で

あり、地方自治法施行令で認められた場合にのみ

実施できる契約方法であるということを十分に留

意し、特に１者随意契約を採用する場合には「本

当にその業者でしか受注できないのか」等、法令

○ DX推進を図る中で、職員の意識変容、行動

変容に取り組み、今までのやり方にとらわれ

ず、一層の効率化を推進してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 随意契約については、法令で認められた範

囲で運用することとしており、法令の趣旨を

徹底するよう理事者会議を通じて庁内に周知

徹底を図るほか、管理職員等の会議により、

執行管理の強化を図るとともに、職場内での

意識共有を深め、適正な事務処理に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



の要件に該当するか否かの判断を厳格に行うとと

もに、過去の経過等にとらわれず公開性、公正性、

競争性、経済性の確保について十分精査の上で運

用されるよう強く要望するものである。 

 

④ 入札について 

工事に係る入札については、電子入札が実施さ

れているところであるが、入札結果報告において、

入札辞退届が提出されているにもかかわらず、入

札結果報告書に反映されていないケースが複数見

受けられた。 

また、入札結果報告書において、予定価格を事

前に公表していない案件で、予定価格を超えた入

札を失格としているケースが散見された。失格は、

事前公表した予定価格を超える価格で入札した場

合や最低制限価格未満の価格で入札した場合等で

ある。 

 

⑤ 契約書について 

昨年度も指摘したが、業務委託契約書の第５条

第１項で業務完了報告書に添付する書類について

謳っているが、添付資料を同じく「業務完了報告

書」と記載しているケースや添付書類自体を記載

していないケースが複数見受けられた。 

契約事務については、庶務担当係長会議におい

て全庁的な指導がなされているところであるが、

適正に契約事務処理が執行されるよう、チェック

機能の強化を強く望むものである。 

 

 

(２) 補助金について 

今年度は、年度後半の補助金・交付金を重点的

に監査することとし、105 件の審査を行った。交

付事務については、おおむね適正に行われている

と認められたものの、一部に領収書等が添付され

ていないなど不備なケースが多く見受けられた。 

また、実績報告に添付の決算書類等の数字の誤

 

 

 

 

 

○ 工事に係る入札結果報告書については、電

子入札システム上、書面で辞退した入札参加

事業者を反映しておりませんでしたが、一覧

表に反映するよう見直しております。 

また、工事以外は予定価格を事前公表して

おらず、全者が予定価格を超えた場合は２回

目の入札を行うことから、失格には当たらな

いため、未記入とするよう記載例を見直した

上で、理事者会議を通じて庁内に周知徹底を

図るほか、管理職員等の会議により、執行管

理の強化を図るとともに、職場内での意識共

有を深め、適正な事務処理に努めます。 

 

 

○ 基準契約書のチェックリストに、同指摘事

項を反映した上で、理事者会議を通じて庁内

に周知徹底を図るほか、管理職員等の会議に

より、執行管理の強化を図るとともに、職場

内での意識共有を深め、適正な事務処理に努

めます。 

 

 

 

 

 

 

〇 実績報告書における領収書等の添付の取扱

いについては、領収書の確認による補助実績

の確認を原則とする一方で、事務効率化の観

点で、国・府等の制度に基づく補助金や使途

を限定しない団体運営補助、公益的団体等へ

の定額補助などにおいては、決算報告書及び

監査報告書等により実績の確認を行い、領収

書の確認を省略するルールを新たに定めるこ



りの見落とし、実績報告の添付書類に交付申請時

の事業計画書をそのまま添付など提出された書類

を十分に確認しているのか疑わしいケースも見受

けられた。 

領収書等は実績報告の裏付けとなるものであ

り、支出の根拠として当然求めるべきものである

こととして補助対象団体に十分指導されるととも

に適正な事務処理を執行されたい。 

また、領収書等が多数にまたがるときは、担当

者が責任を持って領収書等を確認の上、確認記録

を添付するなど事務の徹底を望むものである。こ

れらの事務処理は全国においてはもちろんのこと

近隣市でも当然のこととしてなされている事務処

理であることを留意願いたい。 

さらに、前年度も指摘したが、通年の運営支援

補助金であるにもかかわらず、交付申請が年度当

初に提出されていないケースが複数見受けられ

た。申請者から早期に交付申請書が提出されるよ

う適切な指導を求めるものである。 

今後においても、各種団体への補助金の交付に

当たっては、公益上の補助の必要性や有効性など

について精査するとともに、補助金等の交付事務

の透明性を確保され、適正な事務処理に努められ

たい。 

 

（３）滞納整理について 

市税をはじめとする各種収納金の収納対策につ

いては、行政改革の中でも重要な柱として、地方

税機構による法的処分のほか、給水停止の実施や

文書催告等により収納率向上に努められていると

ころである。 

こうした中、今年度は全庁体制の滞納対策本部

が設置され、滞納対策プロジェクトチーム会議の

ととします。 

また、補助金の交付に当たっては、補助金

の趣旨を損なうことのないよう事務処理を行

うとともに、補助金の必要性やその効果等を

より一層精査することとし、理事者会議を通

じて庁内に周知徹底を図るほか、管理職員等

の会議により、執行管理の強化を図るととも

に、職場内での意識共有を深め、適正な事務

処理に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 市の有する債権の適正な管理及び効率的・

効果的な滞納整理の推進を図るとともに、宮

津市第２期行財政運営指針に定める「賦課徴

収対策の強化」を強力に推し進めるため、滞

納対策の取組を一元的に検証・検討・実行す

るための組織として令和 3年度に「滞納対策

本部」及び各部署の滞納担当者による実務的

な検証・対策等を行うための横断的な組織で

ある「滞納対策プロジェクトチーム」を設置

しました。 



開催をはじめ従前に比して取組が強化されている

ことについては一定評価するものである。 

しかしながら一方で、現年度分及び滞納繰越分

を合わせて多額の滞納額があり、雪だるま式に積

み上がっている事案が見受けられた。頻回の訪問

により滞納対策に当たっているとのことだが、担

当者一人だけの事務となっており、かつ昨年指摘

した問題点と改善策に対して何ら履行されておら

ず極めて遺憾であり、組織としてのマネジメント

が十分に機能していないと言わざるを得ない。組

織を挙げて可及的速やかに厳しい姿勢で収納対策

に当たられることを強く望むものである。 

また、市有地（普通財産）を貸し付けている実

態がありながら、賃貸借契約が締結できていない、

賃借料を適正に回収できていない土地があり、即

刻、賃借人との賃貸借契約の締結及び賃借料の確

実な回収を要請したところである。 

今般、聴取した職員全般に対して感じたことは、

収納に対する意識が低く、あわせて、その知識や

スキルも不十分であるということである。負担の

公平性と財政健全化の推進の意識を全職員に改め

て徹底させ、督促状等文書での催告の頻度の増加

はもちろんのこと、電話や個別訪問など双方向の

やり取りによる顔の見える関係を構築した地道で

粘り強い収納対策にも積極的に取り組まれたい。 

あわせて、より効果的な収納対策を目指し、先

進地の事例研究はもとより、地方税機構から専門

的知識を有した職員の派遣を受ける等、収納に特

化した新たな組織体制の確立や、徴収強化に向け

た対策（債権管理マニュアルの作成、研修受講の

制度化、弁護士の活用等）をより一層強化すると

ともに、徴収のノウハウが継続的に伝承される組

織づくりを強く望むものである。 

その上で、令和 3年度から、職員研修を実

施するとともに、各債権の滞納対策等の状況

把握や課題抽出等を実施しました。 

  今後についても、当該組織を中心に、債権

回収のマニュアルづくり等も含めて一層の滞

納対策の強化を図っていきます。 

また、不適切な事務処理については、引き

続き、その根絶に向けて指導を徹底します。 

 

 


